
基本的施策 11
男女の生涯における良好な生活支援

第3章 　計 画 の 内 容

　すべての人がいきいきと暮らしていくためには、生涯を通じて健康であるこ
とが重要です。
　それには、一人ひとりが健康づくりを進めるために、健康に対する意識を高
め、生涯を通じての健康保持・増進を図る環境を充実させることが必要です。
　すべての人が年齢や性別にかかわりなく、ともに社会を支える重要な一員と
しての役割を積極的にとらえる必要があります。

　すべての人が生涯において良好な生活を送ることができるよう、ニーズに合
わせた健康づくりや生きがいづくりのための支援の充実を図ります。

現状と課題

方　針
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施策の方向

　男女一人ひとりが自分の健康を保持し、生涯を健康で暮らせるためのニー
ズにあった健康づくり事業に取り組みます。

　高齢者や障がい者の相談体制を整えたり、社会参加及び自立した生活の支
援を行います。
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